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建築の手続き・届け出 

オンライン申請（スマート申請）手順 

1. 申請可能書類リスト 

①  建築物除却・使用休止届 
 

②  
建築物再使用届 

（定期報告書と同時に提出する場合は事前相談が必要）  

③  特定建築設備等廃止・使用休止届 
 

④  
特定建築設備等再使用届 

（定期報告書と同時に提出する場合は事前相談が必要）  

⑤  建築物等の所有者等変更届 
 

⑥  定期調査・検査対象外届 
 

⑦  
改善完了報告書・改善計画報告書 

（特定建築物・防火設備）  

⑧  
昇降機の改修工事に係る報告書 

（建築基準法第 12条第 5項の規定に基づく報告書）  

⑨  建設リサイクル法（建築工事関係） 届出書 
 

⑩  建設リサイクル法（建築工事関係） 変更届出書 
 

⑪  建設リサイクル法（建築工事関係） 通知書 
 

お問い合わせ先：（①～⑧）渋谷区都市整備部建築課設備係 電話 03-3463-2742 

（⑨～⑪）渋谷区都市整備部建築課監察係 電話 03-3463-27４７ 
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2. 申請する 

（1） 上記のリストでリンクを開くかQRコードを読み取ってください。 

 

（2） ログインして申請に進む」を選択してください。 

（注）「メールを認証して申請に進む：からも手続き可能ですが、申請途中での

一時保存、申請内容を複製した新規申請ができません。 
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（3） ログインは Google、LINE または Graffer アカウントでログインする方法が

あります。ご希望の方法を選択してください。新規に Graffer アカウントを作

成する場合は、「Grafferアカウントを作成する」を選択してください。 

（4） Grafferアカウントを新規作成する場合は、姓名、登録用メールアドレス、パス

ワードを設定してください。 
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（5） ログインしたら、利用規約を確認、同意した上で申請に進んでください。 

（6） 申請者の情報を入力します。個人、法人で入力項目が異なります。  
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（7） 個人の場合 お名前、フリガナ、郵便番号、住所、お電話番号をご入力ください。 
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（8） 法人の場合 法人名、フリガナ、郵便番号、本店所在地、法人代表者名（役職を

付けてご入力ください）、電話番号、連絡担当者名をご入力ください。 

例：代表取締役 渋谷 太郎 

役職名と代表者名をご

入力ください。 
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（9） 申請者が所有者・管理者と異なる場合など、項目が入力追加されますのでご

入力ください。 

（10） 申請に必要な項目を入力します。申請の種類により入力項目は異なります。

「必須」マークがあるものは、未記入ですと先に進めません。「任意」マークの

ものは出来る限りご入力ください。 
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（11） 必要に応じて、添付ファイルをアップロードします。ファイル形式、容量に制限

がありますのでご注意ください。ファイルが複数ある場合は「追加する」ボタ

ンを押し、項目を追加してください。 

（12） 建築物の情報を入力します。対象建築物の所在地（住居表示）は必須項目

です。 
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（13） 建築確認の情報を入力します。  
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（14） 定期報告の情報を入力します。対象となっている定期報告を選択し、直近の

報告日などを入力してください。 

整理番号（013 で始まる番号）がお分かりになる場合は必ずご入力ください。 
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（15） 全ての入力が終了しましたら、申請内容を確認して「この内容で申請する」

を押してください。 

（16） 下記画面が表示されれば、申請は完了です。 
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（17） 登録したメールアドレス宛にお知らせメールが届きます。 

（18） 申請完了画面や受付お知らせメールなどから申請の詳細を確認することが

できます。受付処理がされると対応ステータスが「受付中」から「処理中」に変

わります。  

処理中 
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（19） 対応ステータスが「受付済」の時は、「申請を取り下げる」ボタンを押して

申請を取り下げることができますが、「処理中」になると取り下げできな

くなります。申請を取り下げる場合は、建築課設備係までお問い合わせく

ださい。お問い合わせには申請番号をお伝えください。 

（20） 処理が終了しましたら、完了のお知らせがメールで届きます。  
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（21） 申請詳細画面でも完了を確認できます。また、「この申請を元に新規申請」を

押して、入力データをコピーして再度申請することができます。 
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